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野田市教育委員会規則第３号 

 

   野田市立小学校及び中学校管理規則の一部を改正する規則 

 

 野田市立小学校及び中学校管理規則（昭和３９年野田市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

 第８条第６項中「研究に」を「、研究に」に改める。 

 第１５条第１項中「、生徒」を「生徒」に改める。 

 第２１条の２中「第２０条」を「、第２０条」に改める。 

 第３６条の見出しを「（防火管理者）」に改める。 

 第４４条の次に次の１条を加える。 

（業務量の適切な管理） 

第４４条の２ 教育委員会は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する

特別措置に関する条例（昭和４６年千葉県条例第６６号。以下「給特条例」

という。）第１１条の規定により、市立の義務教育諸学校等（給特条例第２

条第１項に規定する義務教育諸学校等をいう。以下同じ。）の教育職員（学

校職員であって、給特条例第２条第２項に規定する教育職員であるものをい

う。以下同じ。）が業務を行う時間（公立学校の教育職員の業務量の適切な

管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉

の確保を図るために講ずべき措置に関する指針（令和２年文部科学省告示第

１号）に規定する在校等時間をいう。以下同じ。）から所定の勤務時間（学

校職員の勤務時間等に関する規則（平成７年千葉県教育委員会規則第２号。

以下「学校職員の勤務時間規則」という。）第１０条に規定する祝日法によ

る休日及び年末年始の休日（学校職員の勤務時間規則第１１条第１項の規定

により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務

した場合における当該休日を除く。）、当該代休日並びに職員の給与に関す

る条例第１７条に規定する人事委員会規則で定める日以外の日における正規

の勤務時間をいう。以下同じ。）を除いた時間を次の各号に掲げる時間の範

囲内とするため、市立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の量の適切な管

理を行うものとする。 



 

(1) １か月において４５時間 

(2) 一の年度において３６０時間 

２ 教育委員会は、市立の義務教育諸学校等の教育職員が児童生徒等に係る通

常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発

的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にか

かわらず、当該教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間

を次の各号に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、当該教育職員の業務

の量の適切な管理を行うものとする。 

(1) １か月において１００時間未満 

(2)  一の年度において７２０時間 

(3)  一の年度の初日から１か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の

１か月、２か月、３か月、４か月及び５か月の期間を加えたそれぞれの期

間において１か月当たりの平均時間について８０時間 

(4)  一の年度のうち１か月において所定の勤務時間以外の時間において４５

時間を超えて業務を行う月数について６か月 

３ 学校職員の勤務時間規則第３条の規定により市立の義務教育諸学校等の教

育職員の週休日及び勤務時間の割振りを定める場合における当該教育職員に

ついての前２項の適用については、第１項中「４５時間」とあるのは「４２

時間」と、「３６０時間」とあるのは「３２０時間」とし、第２項中「４５

時間」とあるのは「４２時間」とする。 

４ 前３項に定めるもののほか、市立の義務教育諸学校等の教育職員の業務の

量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事

項については、教育委員会が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



